
工 事 請 負 契 約 書

文   者 _(以下「甲」という.)

者 (以下「乙」という。)

監 理 オ支 師 ________________________(以 下「丙」という。)と して

(監理技師をおく場合に限り記載する)

この契約書 (約款含む)と 添付の図面____枚 、仕様書 ____冊 とによって工事請負契約

を締結 します t,
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5.支  払  方 法

6.検 査 の 時 期

お よ び 方 法

ア.]| 1度  11寺  ■1

8.履 行遅滞違約金

金

取引に係る消費税額 I金_________________¨

この契 約成立 の とき 金

「第 1"1 金

占|` う)〃 、く
t第 2回  金

完 成 引 渡 しの と き 金

約款の定めによる

検査合格後 _…………_日 以内

約款の定めによる

9.そ   の  他

資 材 の 再 資 源 化 等 に 関 す る 法 律
(平 成 12年 法 律 第 104号 )第 9条第

合 は .|]1解 体 工 'い に 要 す る費 用
,71再 資 源 化 等 に 要 す る費 用 .131
分 別 解 体 等 の 方 法 .(■ +呼 資 源 化
等 をす る施 設 の 名称 及 び 所 在 地
に つ い て そ れ そ れ 記 入 す る。
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第 18条 (甲 の解除権 ) 甲は、工事中必要 によって契約 を解除す ることがで きるもの とし、 これによっ

て生ず る乙の損害 を賠償す る。甲は、(1)乙 が、正当な理由がな く、着手期 日を過 ぎて も工事に着手 し

ない とき、(2)工程表 より著 しく工事が遅れ、工期内叉は期限後相 当期間内に乙が工事 を完成す る見込

みがない と認め られ るとき、(3)乙 が第 3条の規定 に違反 した とき、(4)そ の他乙が この契約 に違反 し、

その違反によって契約の 目的 を達す ることがで きないと認め られ るときのいずれかの場合 には、契約

を解除す ることがで きるもの とし、乙に損害の賠償 を求めることがで きる。契約解除の ときは、工事

の出来形部分は甲の所有 とし、甲乙協議の うえ清算す る。

第 19条 (乙の中止又は解除権 ) 甲が前払金又は部分払の支払 を遅延 し、乙において相 当の期間を定め

て催告 して も、なおその支払がない ときは、乙は工事 を中止す ることがで きる。乙は、(1)甲の責 に帰

すべ き事由による工事の遅延又 は中止期間が、工期の 3分の 1以上又 は 2ヵ 月以上 になった とき、(2)

甲が工事内容 を著 しく減少 したため、請負代金が 3分の 2以上減少 したとき、(3)甲 がこの契約 に違反

し、その違反 によって契約の履行がで きな くなったと認め られ るとき、(4)甲が請負代金の支払能力 を

欠 くことが明 らか となった ときのいずれかの場合には、契約 を解除す ることがで きるもの とし、甲に

損害の賠償 を求めることがで きる。契約解除の ときは、工事の出来形部分は甲の所有 とし、甲乙協議

の うえ清算す る。

第
"条

(契約 に関する紛争の解決) この約款の各条項 において甲乙協議 して定め るものにつ き協議 が

整わない場合には、甲又は乙は、当事者の双方の合意によ り選定 した第二者又は建設業法による建設

工事紛争審査会 (以下 「審査会」 とい う。)の あっせん又は調停 によ り解決 を図 る。

2 甲および乙は、その一方又は双方が前項のあっせん又は調停 によ り紛争 を解決す る見込みがない と

認めたときは、前項の規定 にかかわ らず、仲裁合意書 に基づ き、審査会の仲裁 に付 し、その仲裁判断

に服す る。

第21条 (補則 ) この契約書に定めてない事項については、必要に応 じて甲乙協議の うえ定めることとする。

以上 この契約の証 として本書    通 を作成 し、各 自記名押印の うえ、各 1通 を保有す る
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丙 (監理技師 )
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